
議案第３０号 

 

   京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関    

する条例の一部改正について 

 

 京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年６月３日 提出 

 

京田辺市長  上 村  崇  

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 京田辺市立学校教職員の健康管理体制の強化に向けて、長時間労働者や高ス

トレス者に対し面接指導を行う健康管理医を設置することについて、所要の改

正を行うため、提案するものである。 

 

 

 



京田辺市条例第  号 

 

京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例（案） 

 

 京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（

昭和３１年京田辺市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中２４の項を２５の項とし、２３の項を２４の項とし、２２の項の

次に次のように加える。 

２３ 健康管理医 ５，０００円に面接指導を行った人数を乗じ

て得た額 
   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）  

区分 報酬の額 

委員長・会長等 委員 

（略） （略） （略） 

２３ 健康管理医 ５，０００円に面接指導を行った人数を乗じて得

た額 

２４ （略） （略） （略） 

２５ （略） （略） 
 

区分 報酬の額 

委員長・会長等 委員 

（略） 

 

 

（略） （略） 

２３ （略） （略） （略） 

２４ （略） （略） 
 

 

 

 

区分等の追加及

び項の繰下げ 

   

 


